
別紙 

農業委員と農地利用最適化推進委員の主な職務 

   

農地を活かし、農業経営者を育成するため、 

                   

 

 

   
●農地の利用移動や転用に関する審査を行います。(農業委員) 
●農地の利用状況調査や遊休農地所有者等への意向確認などを行い、遊休農地の発生防止・解

消につなげます。(主に推進委員) 

  
 

●将来における地域の農地を誰が担っていくかなどを話し合う「人・農地プラン」を実施しま

す。これらの活動を通して、農業振興や地域活性化に寄与していきます。 
(農業委員・推進委員) 

 

  
●新規就農や農業の法人化への相談など、新たな農業の担い手確保対策を推進します。 
(農業委員・推進委員) 
●農業者の老後生活の安定のため農業者年金への加入を促進します。(主に農業委員) 
●農業後継者の花嫁花婿対策として、男女交流会などを開催します。(農業委員)    
●認定農業者をはじめとする地域の農業者との意見交換会を通じて、農業・農村現場の意向を

くみ上げ、農業行政に反映させるため、意見を行政機関等へ提出します。(農業委員) 

を行います 

①農地の有効利用     農地を守り、活かすための取組み       

②地域に根ざした活動   人・農地プランの地域での話し合いの取組み   
③担い手の育成      自立する農業経営者の支援の取組み       

④行政機関等への意見   農業者の声をくみ上げ、実現する取組み 


